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住
宅
改
修
な
ど
を
行
っ
た
場
合
、
条
件
に
よ

り
、
固
定
資
産
税
の
一
部
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

省
エ
ネ
改
修
や
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
に
対
す
る

減
額
制
度
は
、
平
成
25
年
３
月
ま
で
期
間
延
長

さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
該
当
す
る
場
合
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

耐
震
改
修
住
宅

　
次
の
条
件
を
満
た
す
住
宅
に
対
し
、
１
２
０

平
方
メ
ー
ト
ル
分
を
上
限
と
し
て
固
定
資
産
税

の
２
分
の
１
を
減
額
し
ま
す
。
た
だ
し
、
都
市

計
画
税
の
減
額
措
置
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
減
額
を
受
け
ら
れ
る
条
件

　
・�

昭
和
57
年
１
月
１
日
以
前
に
建
て
ら
れ
た

住
宅
で
あ
る
こ
と

　
・�

建
築
基
準
法
に
基
づ
く
現
行
の
耐
震
基
準

を
満
た
す
耐
震
改
修
で
あ
る
こ
と

　
・�

耐
震
改
修
の
費
用
が
１
戸
あ
た
り
30
万
円

以
上
で
あ
る
こ
と

　
・�

改
修
工
事
完
了
後
３
カ
月
以
内
に
減
額
の

申
告
を
す
る
こ
と

▼
改
修
時
期
と
軽
減
期
間

　
・�

平
成
22
年
１
月
１
日
～
24
年
12
月
31
日
の

改
修
／
２
年
度
分

　
・�

平
成
25
年
１
月
１
日
～
27
年
12
月
31
日
ま

で
の
改
修
／
１
年
度
分

省
エ
ネ
改
修
住
宅

　
次
の
条
件
を
満
た
す
住
宅
に
対
し
、
翌
年
度

分
に
限
り
固
定
資
産
税
の
３
分
の
１
を
減
額
し

京
都
府
が
補
助
制
度

　
京
都
府
で
は
、
電
気
自
動
車
の
普
及
に
向
け

た
実
証
実
験
の
モ
ニ
タ
ー
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

経
済
産
業
省
の
「
次
世
代
エ
ネ
ル
ギ
ー
・

社
会
シ
ス
テ
ム
実
証
地
域
」
の
１
つ
に
選
定
さ

れ
て
い
る
け
い
は
ん
な
学
研
都
市
。
実
証
実
験

は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
「
地
産
地
消
」
に
よ
る
環

境
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
「
け
い
は
ん
な
エ

コ
シ
テ
ィ
」
の
実
現
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
京

都
府
や
京
田
辺
市
、
精
華
町
、
木
津
川
市
、
民

間
企
業
な
ど
が
協
力
し
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
モ
ニ
タ
ー
の
方
は
、
充
電
ス
タ
ン
ド
の
情
報

を
提
供
す
る
ナ
ビ
（
車
載
器
）
を
取
り
付
け
た

電
気
自
動
車
を
購
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

協
力
内
容
は
「
学
研
都
市
内
の
充
電
ス
タ
ン
ド

で
の
充
電
走
行
実
験
」
や
「
各
種
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
」
な
ど
で
す
。
申
し
込
み
で
き
る
の
は
、

京
田
辺
市
・
精
華
町
・
木
津
川
市
に
在
住
の
方

や
事
業
所
を
置
く
法
人
で
す
。

　
モ
ニ
タ
ー
と
な
っ
た
方
は
、
電
気
自
動
車
１

台
購
入
で
60
万
円
の
補
助
を
受
け
ら
れ
ま
す

（
先
着
40
人
）。
対
象
車
両
の
指
定
な
ど
参
加

条
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
、
電
話
ま

た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
左
記
の
と
こ
ろ
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
問
い
合
わ
せ

　

�

関
西
文
化
学
術
研
究
都
市
推
進
機
構
エ
コ
シ

テ
ィ
推
進
事
業
部

　

�

（
4
９
８

−

２
２
３
４
・
6
９
８

−

２
２
０
２
）
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ま
す
。
上
限
は
１
２
０
平
方
メ
ー
ト
ル
分
で

す
。
た
だ
し
、
都
市
計
画
税
の
減
額
措
置
は
あ

り
ま
せ
ん
。
な
お
、
新
築
住
宅
や
耐
震
改
修
の

特
例
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
年
度
に
は
、
適
用

さ
れ
ま
せ
ん
。

▼
減
額
を
受
け
ら
れ
る
条
件

　
・�

平
成
25
年
３
月
31
日
ま
で
に
省
エ
ネ
改
修

工
事
を
行
っ
た
住
宅

　
・�
平
成
20
年
１
月
１
日
以
前
か
ら
存
在
す
る

住
宅
（
賃
貸
住
宅
を
除
く
）

　
・�
次
に
挙
げ
る
省
エ
ネ
改
修
工
事
で
、
そ
の

改
修
工
事
の
費
用
が
30
万
円
以
上
の
も
の

　
　
①
窓
の
断
熱
改
修
工
事

　
　
②
床
の
断
熱
改
修
工
事

　
　
③
天
井
の
断
熱
改
修
工
事

　
　
④
壁
の
断
熱
改
修
工
事　

　
　
※�

い
ず
れ
の
工
事
も
①
を
含
む
工
事
を
行

う
こ
と
。
ま
た
、
①
～
④
の
改
修
工
事

に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
位
が
現
行
の

省
エ
ネ
基
準
に
新
た
に
適
合
す
る
こ
と

に
な
る
こ
と
。

　
・�

改
修
工
事
完
了
後
３
カ
月
以
内
に
減
額
の

申
告
を
す
る
こ
と

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
住
宅

　
次
の
条
件
を
満
た
す
住
宅
に
対
し
、
翌
年
度

分
に
限
り
固
定
資
産
税
の
３
分
の
１
を
減
額
し

ま
す
。
上
限
は
１
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
分
で

す
。
た
だ
し
、
都
市
計
画
税
の
減
額
措
置
は
あ

り
ま
せ
ん
。
な
お
、
新
築
住
宅
や
耐
震
改
修
の

特
例
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
年
度
に
は
、
適
用

さ
れ
ま
せ
ん
。

▼
減
額
を
受
け
ら
れ
る
条
件

　
・�

平
成
25
年
３
月
31
日
ま
で
に
バ
リ
ア
フ

リ
ー
改
修
工
事
を
行
っ
た
住
宅

　
・�

平
成
19
年
１
月
１
日
以
前
か
ら
存
在
す
る

住
宅
で
あ
る
こ
と
（
賃
貸
住
宅
を
除
く
）

　
・�

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
が
居
住
し

て
い
る
こ
と

　
　

�

65
歳
以
上
の
方
・
介
護
保
険
法
の
要
介
護

ま
た
は
要
支
援
の
認
定
を
受
け
て
い
る

方
・
障
害
者
の
方

　
・�

次
の
改
修
工
事
で
補
助
金
な
ど
を
除
く
自

己
負
担
金
が
30
万
円
以
上
の
も
の

　
　

�

廊
下
の
拡
幅
・
階
段
の
こ
う
配
緩
和
・
浴

室
の
改
良
・
便
所
の
改
良
・
手
す
り
の
取

り
付
け
・
床
の
段
差
の
解
消
・
引
き
戸
へ

の
取
り
替
え
・
床
表
面
の
滑
り
止
め
化

　
・�

改
修
工
事
完
了
後
３
カ
月
以
内
に
減
額
の

申
告
を
す
る
こ
と

○
問
い
合
わ
せ

　
税
務
課
固
定
資
産
税
係

　
（
4
９
５

−

１
９
１
６
）

① ②
①②共通

　３歳から小学校卒業までの方が外来医療費の助成を受ける
には、現在お持ちの白色の受給者証とは別の受給者証を受け
るための申請が必要です。申請した方には８月下旬、さくら
色の受給者証（９月から使用可能）を郵送します。白色の受給
者証は、これからも入院医療費の助成に利用できます。

　町では、65歳以上70歳未満の方に、医療費（保険適用分）
の一部を助成しています【注１】。
　助成は申請が必要です。申請が認定された方には８月下
旬、黄色の受給者証（９月から使用可能）を郵送します。

　上記の対象者にはご案内を郵送しています。申請は、受給者証交付申請書・対象者の保険証・印鑑をお持ちください
【注２】。申請期間は８月14日（火）～20日（月）の平日【注３】で、手続きは代理の方の来庁や郵送でも可能です。
【注１】60歳未満の方と同居する所得税課税世帯や、一定所得を超える世帯などは該当しません。【注２】①で本人・世帯で平成24年１
月2日以降、精華町に転入した方がいる場合は、その方の23年中の所得額と控除額を証明する書類（住民税課税対象所得額が表示されてい
るもの）も必要です。【注３】申請が遅れると受給者証の使用開始日も遅れる場合があります。

○問い合わせ　国保医療課 医療係（4 95－1929）

老人医療費助成
昭22年９月生の方へ

町子育て支援医療費助成
平21年８月２日～９月１日生の子を持つ保護者の方へ

さ
ら
に
、
町
か
ら
も
補
助
が

　
上
記
モ
ニ
タ
ー
と
な
っ
た
方
に
は
、
町
か
ら

も
電
気
自
動
車
の
購
入
費
を
10
万
円
補
助
し
ま

す
。
補
助
は
10
台
ま
で
で
す
。
詳
し
く
は
町
役

場
２
階
・
環
境
推
進
室
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

▼
対
象
者

　

�

自
ら
使
用
す
る
た
め
に
電
気
自
動
車
を
購
入

し
、
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
方

　
・�

購
入
し
た
電
気
自
動
車
の
新
規
登
録
日
の

１
年
以
上
前
か
ら
精
華
町
に
住
所
を
有
す

る
方

　
・�

町
内
に
電
気
自
動
車
の
保
管
場
所
が
あ
る

方

　
・�

町
税
な
ど
に
滞
納
が
な
い
方

　
・�

申
請
年
度
内
に
国
の
補
助
金
交
付
決
定
兼

確
定
通
知
書
を
受
け
ら
れ
る
方

▼
補
助
対
象
車
両

　
・�

一
般
社
団
法
人
次
世
代
自
動
車
振
興
セ
ン

タ
ー
の
、
ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
動
車

導
入
促
進
対
策
費
補
助
金
交
付
規
定
に
よ

り
補
助
を
受
け
て
購
入
し
た
電
気
自
動
車

　
・�

申
請
年
度
内
に
自
動
車
検
査
証
の
交
付
を

受
け
ら
れ
る
電
気
自
動
車

　
※
営
業
用
の
車
両
を
除
き
ま
す
。

▼
補
助
額

　
１
世
帯
あ
た
り
１
台
で
10
万
円

○
申
請
・
問
い
合
わ
せ

　
環
境
推
進
室
環
境
係

　
（
4
９
５

−

１
９
２
５
）

車
両
購
入
補
助
最
大
70
万
円

「木津川を美しくする会」では、河川の美化などをテーマ
にしたポスターや標語などの作品を募集しています。町内
在住・在勤の方であれば、どなたでも応募できます。積極
的にご応募ください。
▼ポスターの部：河川美化を主題としたもの（画用紙四つ
切り・小中学生対象）▼標語の部：河川美化を主題とした
もの▼短歌の部：木津川を主題としたもの▼俳句の部：木
津川を主題としたもの▼詩の部：木津川を主題としたもの

（800字以内） ▼作文の部：木津川や河川美化を主題とし
たもの（1600字以内・小中学生対象）▼書道の部：木津川
や河川美化を主題としたもの（小中学生は18.5㎝×70㎝
の半紙）
▶申込方法　郵送で右記のところへ。

▶申込期間　８月31日（金）まで（必着）
▶そのほか　・ 作品は、原則として返還しません。ポス

ターと書道のみ、事前に申し出た場合返還
します。

　　　　　　・ 作品は、未発表のものに限り、１人１部門
２点以内とします。

　　　　　　・ 主催者の事業目的で作品を複写転載するこ
とがあります。

○申し込み・問い合わせ
　〒619−0285（個別番号・住所記入不要）
　 精華町役場 環境推進室「木津川を美しくする作品募集」係
　（4 95−1925）

絵 ・ 標 語 な ど で 木 津 川 描 こ う

住
宅
改
修
な
ど
で
一
部
減
額

固
定
資
産
税

エコシティ実現のために
電気自動車の普及へ　実証実験モニター募集


